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重度心身障害者医療費助成制度
　重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方が、各種健康保険法による医療を受けた場合や、
処方箋により調剤薬局で薬を処方された場合、その自己負担額について、自身で支払われた後、払
い戻しを受けることができます。

■ 対象者
　 対象となる方は事前に登録申請手続きが必要
　 です。
※ 障害者手帳交付時に行っております。
・身体障害者手帳１・２級をお持ちの方
・知能指数が 35 以下と判定された方
（療育手帳 A1、A2 程度）

・身体障害者手帳３級をお持ちの方で
知能指数が 50 以下（療育手帳 B1 程度）と
判定された方

・精神障害者福祉手帳１級をお持ちの方
（通院分に限ります）
※ ただし、所得制限により対象外となる場合が
　 あります。
■ 申請手続き
　 医療機関・薬局を受診された際に窓口にて１
　 か月に１回、受給資格者証をご提示ください。
　 医療機関・薬局から鹿児島県国民健康保険団
　 体連合会を経由して市町村へ診療データが送
　 付され、そのデータに基づき助成を行います。
※ 振込日は最短で診療月から２か月後の 26 日
　 です。
● 次の場合は、福祉課へ領収書（証明書）を
　 ご提出ください。
・医療機関等の窓口で１か月に１回、受給資格者

証を提示しなかった場合
・県外の医療機関を受診した場合

・県医師会等に加入していない医療機関を受診し
た場合

　（市町村が個別で自動償還払いの契約をしてい
　 る医療機関は除きます。）
・保険適用の医療用装具を作製した場合
・令和６年６月末までに受診された医療費
● 次の場合は助成対象外となります。
・診断書代や入院時の食事代等、保険診療外のもの
・介護保険法によるサービスに係る自己負担額
・各種健康保険法による「附加給付」や「高額療

養費」
■ 受給資格者証について
・有効期間は毎年 10 月１日から９月 30 日です。
・毎年９月中に所得確認を行い、所得制限内の方

に新しい受給資格者証を送付します。
・所得制限を超過している方には非該当通知を送

付します。
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９月は「障害者雇用支援月間」です。
～ 知っていますか、障害者雇用のこと ～
　企業のみならず、広く国民の皆様に対して障害者雇用の機運を高めるともに、障害者の職業的自
立を支援する為、厚生労働省、都道府県と協力して、『障害者雇用支援月間ポスター』の作成など様々
な啓発活動が行われています。
垂水市でも、多くの障がいのある方が企業で働かれています。今回は、ドラッグストアで働かれて
いる榊さんをご紹介いたします。

■ 就職までの流れ
　 榊さんは高校卒業後介護補助として働かれて
 　いましたが、転居をきっかけに退職されまし
 　た。退職後は鹿屋市にある就労移行事業所『愛・
 　あいネット』で一般就労に向けて訓練をされ 
　ていました。訓練後、職場体験を経て令和２
 　年４月よりドラッグストアに採用が決まり、 
　 品出し、商品のメンテナンス、接客を中心に 
　 働かれています。
■ 企業様のお声
　 榊さんは、令和２年２月に『おおすみ障害者
　 就業・生活支援センター』の実習を経て採用
　 されました。初めての業務は覚えることが多
　 く大変だったと思います。それでも本人のや
　 る気と、真面目で優しい人柄に加え、他職員
　 の協力もあり、業務が行えるようになりまし
　 た。今では１日の流れを自分で把握し動ける
　 ようになっています。最初はできることは少
　 なかったですが、今は品出しの範囲も広がり、
　 お客様に商品の場所の案内もできるようにな
　 り、障害があることを忘れてしまうくらい仕
　 事に熱心に取り組まれています。
　 重いものも率先して持ってくれるので、女性
　 が多い職場ではとても頼りにされる存在です。
　 今ではいなくてはならない存在になっていま
　 す。今後も引き続きこちらの店舗で頑張って
　 いただきたいと思います。
■ 榊さんのお声
　 最初は不安が大きく自
　 分にできるのかなと思
　 うときもありましたが、
　 スタッフの皆さんが優
　 しく仕事を教えてくれ
　 たので、今は安心して働
　 くことができています。 問 福祉課　障害福祉係　☎ 内線 127

　 仕事内容も分かりやすく自分に向いていると
　 感じています。
　 8 月から働く時間が 1 時間増える予定です。
　 さらに頑張っていきたいです。休みの日に好
　 きな本を買ったり、鹿児島市内に出掛けたり
　 するのも仕事を頑張る励みになっています。

● おおすみ障害者就業・生活支援センターとは
　 おおすみ障害者就業・生活支援センターは、
　 大隅半島４市５町（鹿屋市・垂水市・曽於市・
　 志布志市・大崎町・東串良町・錦江町・南大
　 隅町・肝付町）を対象圏域とし、就職を希望
　 している障がいのある方、在職中の方の就業
　 面・生活面の一体的な支援を行っています。
　 障がいのある方を雇用しておられる、また今
　 後雇用を検討しておられる企業の支援や職場
　 実習の推進も行っています。
◎ お問い合わせ先
　 おおすみ障害者就業・生活支援センター
 　☎０９９４－３５－０８１１
　 FAX ０９９４－３５－０８１2

● 令和７年度鹿屋・大隅地区障害者就職面接会
　 就職を希望している障がい者を対象とした合
　 同面接会が開催されます。
■ 日時
　 ９月２５日（木）　13 時 ～ 16 時
　 　　　　　　　　  受付１２時３０分～
■ 場所
　 ホテルさつき苑１階　つつじ・さくらの間
※事前にハローワークでの求職登録が必要です。
◎ お問い合わせ先
　 ハローワーク鹿屋
 　☎０９９４－４２－４１３５
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